
倹

の

~ 

Aヒ

議包

松

浦

江
戸
幕
府
三
百
年
の
礎
を
築
い
た
徳
川
家
康
は
、
昭
和
五
十
八
年
の

N

H
K
大
河
ド
ラ
マ
と
し
て
ブ
ー
ム
を
呼
ん
で
い
る
。
偉
大
な
る
武
将
で
あ

り
政
治
家
で
あ
る
。
彼
の
身
上
は
三
河
の
一
士
豪
と
も
い
う
松
平
氏
に
生

ま
れ
、
幼
く
し
て
尾
張
織
田
氏
、
駿
河
の
今
川
氏
と
に
質
子
と
し
て
成
長

し
て
行
く
。
今
川
氏
滅
ぶ
る
に
及
ん
で
=
一河
に
帰
り
一
家
を
な
し
、
小
大

名
と
し
て
織
田
氏
と
同
調
、
織
田
信
長
本
能
寺
に
死
す
る
や
次
期
の
天
下

取
り
秀
吉
と
覇
を
競
い
同
格
と
し
て
肩
を
並
べ
、
秀
吉
の
期
待
も
慮
わ
ず

征
夷
大
将
軍
と
な
り
江
戸
に
開
幕
し
た
。
優
わ
た
る
軍
略
、
策
略
に
よ
り

一
見
強
引
と
も
い
え
る
徳
川
将
軍
の
誕
生
で
あ
る
。

以
後
三
百
年
明
治
維
新
を
迎
え
る
ま
で
将
軍
十
五
代
、
天
下
泰
平
を
認

歌
し
て
来
た
。
そ
こ
に
横
た
わ
る
政
策
の
大
き
な
も
の
は
、
士
農
工
商
と

武
士
の
次
に
格
付
さ
れ
た
農
民
、
百
姓
の
米
を
公
租
の
対
照
と
し
た
武
家

政
治
の
制
定
で
あ
る
。
今
封
建
時
代
と
い
う
幕
藩
体
制
の
確
立
で
あ
る
。

徳
川
家
康
よ
り

「
お
や
じ
殿
」
と
も
い
わ
れ
た
本
多
佐
渡
守
正
信
が
、

二
代
将
軍
秀
忠
に
奉
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
「
本
佐
録
」
の
中
に
「
百
姓
仕

置
の
事
し
と
し
て
、
世
に
家
康
の
言
葉
と
伝
え
ら
れ
る
。
「
郷
村
百
姓
共

を
ば
、
死
な
ぬ
様
に
、
生
き
る
様
に
と
合
点
致
し
収
納
申
付
く
る
様
し
と

い
う
こ
の
文
章
に
合
わ
せ
「
百
姓
は
天
下
の
根
元
な
り
、
是
を
治
む
る
に

法
有
り
、
中
略
百
姓
は
財
の
余
ら
ぬ
様
に
、
不
足
な
き
様
に
治
む

る
事
常
な
り
」
と
一
記
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
事
を
金
科
玉
条
と
し
て
一一
一百

年
百
姓
は
と
ら
れ
、
し
ぼ
ら
れ
て
来
た
の
で
あ
る
。
為
政
者
と
農
民
と
の

閉
め
葛
藤
は
多
か
れ
少
な
か
れ
何
時
の
時
代
に
も
あ
る
も
の
だ
U

そ
の
1

我
等
が
郷
土
掛
川
地
方
と
て
幕
府
の
根
本
施
策
に
変
り
ょ
う
は
な
い
。

時
に
よ
り
違
い
は
あ
る
が
、
大
部
分
の
村
は
掛
川
藩
領
分
で
あ
り
、
旗
本

知
行
所
、
天
領
、
及
横
須
賀
藩
領
分
と
し
て
の
村
も
又
存
在
し
て
い
た
。

現
在
の
掛
川
市
内
に
も
幕
藩
時
代
の
記
録
が
往
時
の
各
村
庄
屋
文
書
と
し

て
数
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。
今
そ
の
ほ
ん
の

一
部
を
見
て
、
大
要
を
述
べ

る
の
は
烏
詰
の
沙
汰
で
あ
る
が
、
こ
の
処
に
書
残
す
チ
ャ
ン
ス
と
見
て
稿

を
お
こ
し
た
。
旧
藩
時
代
村
々
の
実
情
を
見
せ
る
庄
屋
文
書
は
種
々
あ
る

が
、
此
処
で
は
百
姓
の
生
活
を
直
接
的
に
規
制
す
る

「
倹
約
定
」
の
一
端

に
よ
り
当
時
の
村
の
あ
り
方
を
考
え
よ
う
。

日
常
生
活
を
「
衣
」

「食
L

「
住
」
の
三
つ
に
分
け
順
次
考
証
す
る
。

今
日
は
情
報
の
時
代
で
あ
り
、
活
字
或
は
映
像
に
よ
り
、
新
し
き
も
古
き

も
知
る
時
代
で
あ
る
。
然
し
映
画
、
テ
レ
ビ
に
よ
る
娯
楽
も
の
の
い
わ
ゆ

る
ま
げ
も
の
で
は
、
江
戸
時
代
の
百
姓
の
生
活
状
態
は
決
し
て
伺
え
な
い
。

そ
の

2

倹
約
定
に
書
か
れ
て
い
る
百
姓
の
着
物
は
殆
ん
ど
が

「
衣
服
布
木
綿
一
一

限
事
」
と
な
っ
て
い
る
。
但
し
庄
屋
は
「
妻
子
共
絹
紬
L

は
着
て
も
よ
い

と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
布
木
綿
に
し
て
も
呉
服
商
よ
り
購
入
し
た
物
で

は
な
く
、
百
姓
の
手
で
穫
り
入
れ
た
綿
よ
り
織
っ
た
地
木
綿
を
着
用
す
る

こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
但
し
婚
礼
、
葬
儀
又
は
盆
、
正
月
、
及
び
藩
役
所
、

藩
侯
の
御
前
に
出
る
時
の
み
木
綿
又
は
麻
の
羽
織
を
用
い
て
も
よ
い
と
あ

る
。
平
日
は
羽
織
は
厳
禁
で
あ
る
。

次
に
履
物
は
、
村
役
人
は
藩
役
所
に
出
向
く
時
、
雨
傘
と
下
駄
を
用
い

て
も
よ
い
。
し
か
し
百
姓
古
来
の
風
俗
は
箕
笠
は
使
用
す
る
の
が
相
当
で

あ
る
こ
と
を
忘
れ
る
な
と
し
、

「
百
姓
共
下
駄
、
傘
、
日
傘
、
雪
駄
、
藤

倉
は
相
不
用
L

子
、
つ
く
り
の
草
鮭
、
藁
ぞ
う
り
を
用
い
な
さ
い
と
な
っ
て

い
る
。
以
上
は
掛
川
藩
に
お
け
る
庄
屋
文
書
に
見
え
て
い
る
。

幕
府
よ
り
郷
村
法
度
と
し
て
出
さ
れ
た

一
部
を
拾
う
と
、
寛
永
五
年
二

月
、
寛
永
十
九
年
五
月
、
同
年
八
月
、
寛
永
二
十
年
三
月
、
同
年
八
月
、
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寛
文
八
年
三
月
、
天
保
十
三
年
九
月
と
見
え
て
、
百
姓
衣
類
の
こ
と
を
指

図
し
て
い
る
。
こ
こ
に
天
保
十
三
年
の
触
書
を
書
い
て
見
ょ
う
。

「
天
保
十
三
年
寅
九
月
L

百
姓
之
儀
衣
服
其
外
質
素
を
相
守
農
業
専

一
可
相
勤
旨
触
書
。

百
姓
之
儀
は
箆
服
を
着
、
髪
も
藁
を
以
て
つ
か
ね
候
事
古
来
之
風
儀
に

候
処
、
近
来
著
に
長
じ
、
身
分
不
相
応
之
品
着
用
致
、
髪
も
油
元
結
を

用
候
の
み
な
ら
ず
流
行
之
風
俗
を
学
び
其
外
雨
具
も
箕
笠
の
み
を
用
候

事
に
候
処
、
当
時
傘
合
羽
其
余
之
儀
万
端
こ
れ
に
准
、
無
益
の
費
多
く

先
祖
よ
り
持
来
候
田
畑
も
人
手
に
渡
候
儀
、
歎
ヶ
敷
事
候
、
一
体
に
て

儀
業
之
酒
食
商
ひ
等
致
候
類
、
又
は
湯
屋
髪
結
床
等
有
之
候
儀
畢
寛
近

来
之
儀
に
て
、
若
き
も
の
共
自
然
と
よ
か
ら
ぬ
道
に
携
り
柔
弱
且
於
将

之
基
に
候
問
、
弥
古
代
之
風
儀
忘
却
不
致
、
物
毎
質
素
に
致
、
農
業
相

励
候
儀
肝
要
に
候
、
以
下
略
」

そ
の
三

次
に
「
食
し
に
つ
い
て
見
ょ
う
。
村
庄
屋
文
書
の
倹
約
定
に
見
る
と
、

「
毎
年
十
月
よ
り
三
度
喰
に
可
致
、
右
之
内
一
度
は
雑
炊
汁
煎
の
類
に
て

賄
可
致
事
し
と
あ
る
。
幕
府
御
達
の
一
部
は
、
寛
永
十
九
年
五
月
、
同
年

八
月
、
寛
永
二
十
年
三
月
、
同
年
八
月
、
寛
文
八
年
三
月
に
百
姓
食
物
に

つ
い
て
書
か
れ
て
い
る
。
寛
文
八
年
三
月
に
云
ふ
。

「
百
姓
之
食
物
、
常
々
雑
穀
を
用
べ
し
、
米
は
獲
に
不
喰
様
に
可
仕
事
」

「
酒
」
に
つ
い
て
見
る
と
、
村
々
に
酒
を
商
い
屈
も
あ
り
相
当
利
用
も
し

て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
村
中
申
合
せ
倹
約
定
に
よ
り
、
酒
の
商
を
差
留

ょ
う
と
し
た
が
、
其
庖
屋
が
立
ゆ
か
な
く
な
る
故
、
居
酒
即
ち
届
先
で
呑

む
事
は
禁
止
、
農
繁
期
等
労
働
の
き
つ
い
と
き
の
慰
労
に
自
宅
で
呑
む
よ

う
徳
利
売
は
大
目
に
見
る
様
に
取
決
め
て
い
る
。
寛
永
二
十
年
三
月
、
幕

府
よ
り
も
「
在
々
所
々
に
て
酒
一
切
作
べ
か
ら
ず
。
弁
他
所
よ
り
買
入
商

売
仕
間
敷
事
」
と
触
出
し
て
い
る
。
又
百
姓
に
は
「
市
町
に
出
て
む
ざ
と

酒
呑
む
べ
か
ら
ず
」
と
禁
止
し
て
い
る
。

そ
の
四

次
に
「
住
」
に
つ
い
て
考
え
よ
う
。
庄
屋
文
書
に
は
住
居
の
建
物
に
つ

い
て
は
何
も
見
ら
れ
な
い
。
幕
府
御
法
度
に
は
、
「
不
似
合
家
作
自
今
以

後
仕
間
敷
事
」
と
寛
、
永
、
寛
文
年
に
見
ら
れ
る
。
享
保
七
年
十
一
月
御
触

に
、
「
諸
国
在
々
百
姓
有
来
家
居
之
外
に
自
今
新
規
に
家
作
致
す
べ
か
ら

ず
、
一

家
の
内
に
子
孫
兄
弟
多
或
病
身
之
者
有
之
候
て
同
居
難
成
子
細

有
之
も
の
は

一
屋
敷
の
内
に
小
屋
を
作
り
或
は
差
懸
け
に
致
す
儀
は
格

別
た
る
べ
き
事
」

。
と
見
え
る
。

次
に
正
月
、
三
月
、
五
月
等
節
旬
、
祝
日
等
家
内
限
り
で
祝
を
行
な
い

五
月
凧
は
中
津
紙
四
J
五
枚
張
の
大
き
さ
に
止
め
る
こ
と
、
と
倹
約
定
で

村
中
定
め
て
い
る
。

又
婚
礼
等
祝
儀
の
節
及
仏
事
の
時
は
「
近
親
並
由
緒
有
之
者
之
外
寄
合

候
儀
不
相
成
、
厳
敷
手
軽
に
可
申
合
候
事
」
と
し
て
、
婚
礼
の
時
、
酒
事

は
せ
い
ぜ
い
=
一
献
、
料
理
は
有
合
せ
で
一
汁

一
菜
に
せ
よ
と
定
め
て
い
る
。

花
嫁
も
乗
物

一
切
禁
止
と
し
て
お
り
、
祝
物
の
や
り
と
り
、
披
露
の
振
舞

酒
は

一
切
と
り
行
わ
な
い
こ
と
を
申
合
せ
て
い
る
。

仏
事
の
時
も

「
随
分
手
軽
に
し
と
な
し
有
合
せ
の
一
汁

一
菜
、
酒
は
使

用
し
な
い
、
香
実
は
掛
川
宿
に
て
は
安
政
二
年
四
文
以
下
と
定
め
、
徳
泉

村
に
て
は
、
寅
年
正
月
と
し
て

「
無
擾
江
は
香
糞
八
文
遣
し
可
申
候
し

と
見
え
て
い
る
。
幕
府
に
お
い
て
も
、
婚
礼
五
節
句
等
祝
儀
及
仏
事
に
つ

い
て
は
夫
々
御
法
度
を
定
め
て
い
る
。

寛
永
十
九
年
五
月
に
は
「
よ
め
と
り
な
ど
仕
候
節
、
乗
物
等
不
可
用
車

と
あ
り
、
こ
れ
よ
り
前
、
寛
、
永
十
九
年
に
百
姓
馬
に
の
る
事
を
い
ま
し
め

「
荷
鞍
に
毛
せ
ん
を
掛
、
乗
申
間
敷
事
」
と
あ
り
、
寛
永
二
十
年
に
は
、

「名
主
総
百
姓
男
女
と
も
乗
物
停
止
之
事
」
と
あ
る
。
こ
れ
以
降
数
通
の

停
止
文
を
見
ら
れ
る
。
寛
文
八
年
三
月
の
御
達
を
見
る
と

「
一、

庄
屋
百
姓
共
に
自
今
以
後
不
応
其
身
不
可
家
作
仕
、
但
、
道
筋

町
屋
人
宿
仕
候
所
は
可
為
格
別
事
。

一
、
名
主
惣
百
姓
男
女
共
に
乗
物

一
切
可
為
停
止
事
」
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又
農
村
行
事
の
楽
し
み
の
大
な
る
、
日
待
、
庚
申
に
つ
い
て
も
酒
は
使

用
せ
ず
二
汁
一
葉
に
て
可
致
事
」
と
定
め
、

「
神
事
、
又
ハ
開
帳
」
の

祭
り
に
も
金
興
、
見
世
物

一
切
行
わ
ず
、
但
し
夜
灯
だ
け
は
つ
け
て
も
よ

い
と
中
合
わ
せ
、
「
盆
祭
之
節
村
々
に
て
年
若
き
も
の
寄
合
鉦
太
鼓
を
打

念
仏
相
唱
へ

、
終
夜
俳
個
候
趣
相
聞
候
、
向
後
無
用
可
致
候
」
と
し
て
お

る。
そ
し
て
「
極
難
渋
之
年
柄
故
休
日
之
儀
は
、
五
節
句
、
神
事
、
祭
礼
定

日
之
外
遊
間
敷
事
し
と
し
、

「
休
日
た
り
共
晩
方
は
夫
々
之
手
業
可
致
」

「
尚
又
日
々
タ
な
ベ
之
儀
毎
夜
無
油
断
可
致
事
L

と
厳
し
く
定
め
て
い
る

然
る
に
、
火
の
元
大
切
厳
重
に
用
心
し
、
野
荒
し
、
賭
事
、
博
突
は
村

中
で
責
任
も
っ
て
取
締
ま
る
よ
う
申
し
定
め
て
い
る
。

以
上
は
天
保
年
間
よ
り
安
政
年
間
に
及
ぶ
、
各
村
々
倹
約
定
よ
り
抽
出

し
た
農
民
の
日
常
生
活
の
実
態
で
あ
る
。

そ
の
五

米
麦
の
生
産
は
、
そ
の
年
の
天
候
に
左
右
さ
れ
、
豊
年
と
い
わ
れ
る
年

で
さ
え
生
活
苦
の
時
代
、
天
保
よ
り
安
政
に
か
け
て
の
経
済
恐
慌
と
風
水

害、

そ
の
上
、
大
地
震
に
よ
る
致
命
的
被
害
は
、
農
民
生
活
を
根
底
か
ら

ゆ
さ
ぶ
り
、
全
国
に
あ
ら
わ
れ
る
百
姓

一
按
と
し
て
見
ら
れ
る
。
そ
の
大

な
る
も
の
が
大
塩
平
八
郎
の
乱
で
あ
り
、
水
野
忠
邦
の
失
脚
と
し
て
、
幕

政
も
ゆ
る
が
す
事
に
つ
な
が
っ
て
行
く
の
で
あ
る
。

そ
の
六

掛
川
藩
に
て
は
天
保
の
倹
約
令
よ
り
以
前
、
藩
財
政
の
緊
迫
を
補
う
も

の
と
し
て
、
明
和
八
年
よ
り
御
家
中
諸
士
の
知
行
を
何
割
か
召
上
げ
る
作

業
が
な
さ
れ
て
い
る
。
原
泉
地
区
旧
萩
間
村
に
残
さ
れ
て
い
る
御
触
書
を

年
月
は
さ
だ
か
で
は
な
い
が
、

「
今
度
猶
又
厳
重
に
御
暮
方
御
切
詰
被
仰

出
、
爾
殿
様
御
朝
夕
御
暮
方
も
厳
敷
御
取
締
被
遊
当
子
よ
り
辰
迄
五
ヶ
年

御
家
中
に
も
増
上
ヶ
米
被
仰
付
し
と
あ
る
よ
う
に
、
藩
財
政
の
立
直
し
に

藩
主
先
頭
に
家
臣

一
同
五
ヶ
年
計
画
に
と
り
く
ん
で
い
る
。
推
定
す
る
と

こ
の
子
年
と
は
安
永
九
年
に
相
当
す
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
の

「
御
触
書
」
に
見
る
と

一
、
殿
様
政
家
中

一
同
の
生
活
は
厳
重
に
切
詰
る
が
百
姓
年
貢
は
従
前

通
り
と
す
る
故
、
精
一
杯
努
力
し
て
生
産
に
励
む
こ
と
。

一、

百
姓
暮
し
方
は
倹
約
第

一
と
せ
よ
。

一、

仏
事
祝
儀
等
之
儀
は
出
来
得
る
限
り
手
軽
に
い
た
す
事
。

一、

衣
服
は
綿
布
を
用
ふ
ベ
し
。

一
、
子
供
祝
は
出
来
得
る
限
り
手
軽
に
す
べ
し
。

一
、
神
事
も
随
分
質
素
に
執
行
ひ
前
後
の
入
費
等
掛
ら
な
い
よ
う
考
へ

る
ベ
し
o

」

掛
川
藩
太
田
侯
の
倹
約
令
一
号
で
あ
ろ
う
、

し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

安
永
八
年
十
二
月
に
出
さ

そ
の
七

江
戸
幕
藩
時
代
、
幕
府
及
各
藩
政
の
財
源
は
百
姓
の
年
貢
米
に
よ
っ
て

賄
わ
れ
て
い
た
と
し
て
も
過
言
で
は
な
い
。
然
し
て
、
そ
の
米
を
生
産
す

る
百
姓
の
生
活
を
規
制
す
る
こ
と
が
、
為
政
者
の
第
一
の
仕
事
で
あ
っ
た

ろ
う
。
百
姓
は
生
か
さ
ず
殺
さ
ず
と
い
い
、
知
ら
し
む
べ
か
ら
ず
、
よ
ら

し
む
べ
し
と
い
う
。
徳
川
家
々
訓
に
よ
っ
て
で
あ
る
。

諸
国
郷
村
錠
、
郷
村
諸
法
度
、
郷
村
御
触
書
等
と
表
書
は
変
っ
て
も
皆

百
姓
に
対
す
る
取
締
条
目
で
あ
る
。
そ
の
き
い
た
る
も
の
が
「
慶
安
御
触

書
L

で
あ
る
。

「
郷
村
五
人
組
帳
前
書
」
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
読
み
と
る

こ
と
に
よ
り
当
時
の
百
姓
の
生
活
を
知
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

掛
川
地
方
の
庄
屋
文
書
の
中
に
て
も

「
慶
安
御
触
書
し
も
「
郷
村
五
人

組
帳
前
書
」
も
数
本
読
む
こ
と
が
出
来
る
。
尚

「
五
人
組
帳
前
書
」
と
同

種
の
も
の
に

「
御
僚
目
し
と
標
題
を
つ
け
た
も
の
が
数
ヶ
村
見
ら
れ
る
。

以
下
右
の
コ
一
種
を
取
り
上
げ
、
先
に
あ
げ
た
倹
約
定
と
比
較
し
て
見
ょ
う
。
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そ
の
八

慶
安
御
触
書
、
諸
国
郷
村
江
被
仰
出
、

と
し
て
慶
安
二
年
二
月
廿
六
日



付
で
触
出
さ
れ
て
い
る
長
文
の
も
の
で
、

の
中
の

一
部
を
抽
血
し
ょ
う
。

一
、
耕
作
に
精
を
入
、
田
畑
之
植
様
、
同
静
に
念
を
入
、
草
、
は
へ
さ

る
様
に
可
仕
、
草
を
能
取
、
切
々
作
立
間
へ
鍬
入
仕
候
得
ば
、
作
も
能

出
来
、
取
実
も
多
有

之

。

附

、
田
畑
之
堺
に
大
豆
小
豆
な
ど
植
、
少

々
た
り
と
も
可
仕
事
。

一、

朝
お
き
を
致
し
、
朝
草
を
刈
、
主
は
田
畑
耕
作
に
か
か
り
、
晩
に

は
縄
を
な
い
、
俵
を
あ
み
、
何
に
て
も
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
事
無
油
断
可
仕

事
。
一、

酒
茶
を
買、

呑
申
間
敷
候
、
妻
子
同
然
之
事。

一
、
百
姓
は
分
別
も
な
く
未
の
考
え
も
な
き
も
の
に
候
故
、
秋
に
成
候

得
ば
米
雑
穀
を
む
ざ
と
妻
子
に
も
喰
せ
候
。
い
つ
も
正
月
二
月
三
月
時

分
の
心
を
も
ち
、
食
物
を
大
切
に
可
仕
候
に
付
雑
穀
専

一
に
候
間
麦
粟

稗
菜
大
根
其
外
何
に
で
も
雑
穀
を
作
り
米
を
多
く
喰
つ
ぶ
し
候
は
ぬ
様

に
可
仕
候
、
飢
謹
の
時
を
存
出
し
候
得
ば
大
豆
の
葉
あ
づ
き
の
葉
さ
さ

げ
の
葉
、
い
も
の
落
葉
な
ど
む
ざ
と
す
て
候
儀
は
も
っ
た
い
な
き
事
に

候
。
一
、
家
主
子
供
下
人
等
迄
ふ
だ
ん
は
成
程
疎
飯
を
い

ふ
べ
し
。
但
田
畑

ひ
と
し
お

を
お
こ
し
田
を
う
へ

、
い
ね
を
刈
、
一

入
ほ
ね
を
り
申
時
分
は
ふ
だ
ん

よ
り
少
喰
物
を
能
仕
、
た
く
さ
ん
く
は
せ
っ
か
ひ
司
申
候
、
其
心
付
あ
れ

ば
精
を
出
す
も
の
に
候
事
。

一、

男
は
作
を
か
せ
ぎ
女
房
は
お
は
た
を
か
せ
ぎ
タ
な
べ
を
仕
夫
婦
と

も
に
か
せ
ぎ
可
申
、
然
ば
み
め
か
た
ち
よ
き
女
房
成
共
夫
の
事
を
お
ろ

そ
か
に
存
、
大
茶
を
の
み
物
ま
い
り
遊
山
ず
き
す
る
女
房
を
離
別
す
べ

し
、
乍
去
子
供
多
く
有
之
か
、
前
廉
恩
を
も
得
た
る
女
一
房
な
ら
ば
格
別

な
り
口
又
み
め
か
た
ち
悪
候
共
夫
の
所
帯
を
大
切
に
い
た
す
女
房
を
ば

い
か
に
も
懇
可
仕
事
。

一、

百
姓
は
衣
類
之
儀
、
布
木
綿
よ
り
外
は
帯
衣
裏
に
も
仕
間
敷
事
。

多
く
の
中
か
ら
七
ヶ
条
書
抜
い
て
見
た
。
文
の
使
い
方
が
時
代
差
で
と

つ
つ
き
難
い
が
よ
く
よ
く
見
れ
ば
平
易
な
文
章
で
あ
る
。

百
姓
生
活
の
規
範
で
あ
る
。
そ

慶
安
御
触
書
は
全
文
=
一十
二
条
よ
り
な
る
長
文
の
も
の
で
あ
る
が
、
毎

月
一
回
は
百
姓
寄
合
を
聞
き
圧
屋
が
読
き
か
せ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
故

平
易
に
書
か
れ
て
い
る
。
内
容
は
村
役
人
及
百
姓
一
同
の
日
常
の
心
構
え

と
年
貢
は
大
切
に
耕
作
大
事
と
念
を
入
る
べ
き
の
教
示
で
あ
る
。

掛
川
藩
太
田
侯
は
天
保
四
年
八
月
改
め
て
木
版
ず
り
に
し
て
支
配
村
々

に
配
布
し
て
い
る
。
こ
れ
は
幕
末
ま
で
生
き
て
い
た
御
篠
目
で
あ
る
。

そ
の
九

慶
安
御
触
書
と
同
様
庄
屋
が
百
姓
中
に
読
み
き
か
せ
た
御
傍
目
に
郷
村

五
人
組
帳
前
書
が
あ
る
。
全
文
、
約
七
十
条
の
長
文
で
あ
る
が
、
村
に
よ

り
一
部
削
っ
て
書
き
上
げ
て
居
る
所
も
あ
る
。
こ
れ
は
百
姓
の
生
活
指
導

の
手
引
き
と
い
う
よ
り
、
御
法
度
の
集
約
書
で
あ
る
。
こ
の
中
よ
り
抽
出

す
る
。一
、
田
畑
永
代
売
買
之
儀
、
兼
て
御
法
度
に
被
仰
仕
候
通
堅
く
相
守
、

永
代
売
買
一
切
仕
間
敷
候
事
。

一
、
博
突
之
儀
、
堅
御
法
度
に
被
仰
付
、
奉
畏
候
、
其
外
何
に
て
も
賭

の
諸
勝
負

一
切
仕
間
敷
候
、
若
相
背
候
者
有
之
候
は
ど
、
当
人
は
不
及

申
宿
等
名
主
年
寄
五
人
組
迄
何
様
之
曲
事
に
も
可
被
仰
付
候
事
。

一
、
祭
礼
諸
事
弥
軽
可
執
行
之
、
惣
て
寺
社
山
伏
法
衣
装
束
等
万
端
軽

く
可
仕
事
。

一
、
百
姓
町
人
衣
服
絹
紬
木
綿
麻
布
此
内
を
以
て
分
限
に
応
し
妻
子
共

に
着
用
、
此
外
無
用
に
可
仕
旨
被
仰
渡
、
奉
畏
候
事
。

附
、
総
じ
て
下
女
木
綿
着
し
、
帯
同
前
之
事
。

此
の
五
人
組
帳
前
書
は
、
先
の
慶
安
御
触
書
よ
り
字
面
も
堅
く
、
文
の

末
尾
も
「
仕
間
敷
候
し
と
か
「
曲
事
に
も
可
被
仰
付
候
」
と
か
「
奉
畏
俸

と
平
身
低
頭
の
し
め
く
く
り
で
あ
る
。

「

o
q
u
 

そ

の

+

郷
村
五
人
組
帳
前
書
と
同
じ
役
割
を
持
つ
も
の
と
思
わ
れ
る
圧
屋
文
書

が
黒
俣
村
外
に
見
ら
れ
る
。
作
製
さ
れ
た
年
月
日
も
夫
々
違
っ
て
い
る
が



内
容
は
同
文
で
表
題
は

「
御
候
目
」
と
な
っ
て
い
る
U

内
「
定
」
が
十
九
条
、

「
覚
」
が
二
十
八
条
で
日
附
は
丑
六
月
と
な
っ

て
い
る
。
即
ち
明
和
六
年
六
月
で
あ
る
。
末
文
に

「
右
之
通
堅
可
相
守
之
、
毎
年
正
月
五
月
九
月
惣
百
姓
庄
屋
方
へ
呼
集
読

聞
へ
く
候
。
書
面
写
取
し
承
知
之
旨
致
奥
書
、
五
人
組
分
惣
百
姓
致
印

形
、
可
差
出
候
、
庄
屋
方
一
一
も
同
様
一
一
印
形
を
取
置
、
則
其
紙
面
惣
百

姓
之
印
鑑
に
可
相
用
候
以
上
L

と
し
て
、
明
和
六
年
黒
俣
村
庄
屋
次
郎
右
衛
門
文
書
、
安
永
五
年
大
和

田
村
庄
屋
長
兵
衛
文
書
、
天
明
八
年
千
羽
村
正
屋
源
七
、
藤
兵
衛
文
書
、

明
治
元
年
上
西
郷
村
庄
屋
金
十
郎
組
文
書
の
四
通
が
見
ら
れ
る
。
明
和
六

年
よ
り
明
治
元
年
ま
で
約
百
年
の
問
、
各
村
々
に
於
て
書
替
え
ら
れ
、
読

つ
が
れ
て
来
て
い
た
の
で
あ
る
。

一
、
博
突
は
勿
論
惣
て
賭
之
諸
勝
負
停
止
の
事。

一
、
田
畑
永
代
買
停
止
之
事
。

一
、
山
林
竹
木
狸
伐
採
間
敷
事
。

一
、
神
事
仏
事
弁
祝
儀
不
幸
之
節
も
軽
く
可
執
行
事
。

一
、
百
姓
町
人
ニ
似
合
ず
芸
術
を
習
長
遊
興
致
間
敷
事
。

一
、
火
の
元
別
て
入
念
、
町
在
役
人
共
度
々
相
廻
急
度
可
申
付
事
。

そ
の
十
一

次
に
天
保
十
三
年
の
「
取
締
被
仰
渡
御
請
印
形
帳
し

し
て
見
る
。
「
東
山
地
区
蔵
書
」

前
書
被
仰
渡
候
趣
老
若
之
も
の
に
致
る
迄
馬
。
に
申
渡
し
候
条
々
左
之
通

一
、
村
役
人
自
分
宅
に
罷
在
候
共
半
天
着
用
致
問
敷
事
。

一
、
右
同
断
の
も
の
傘
、
は
ら
緒
下
駄
等
は
是
迄
之
通
り
可
相
心
得
候

尤
村
役
人
の
外
は
旧
家
捨
石
以
上
之
百
姓
無
擾
節
は
傘
は
ら
緒
之
下
駄

不
若
事
。

一
、
右
同
断
の
も
の
祝
儀
不
幸
之
節
、
紬
迄
は
不
若
事
。

一
、
不
幸
雨
天
之
節
は
村
役
人
江
伺
之
上
差
図
可
請
事
。

一
、
仮
令
組
親
た
り
共
長
百
姓
別
に
不
入
分
は
諸
事
御
触
面
に
祖
心
得

の
後
書
を
書
き
写

傘
下
駄
雪
駄
布
緒
皮
革
履
不
相
成
候
事
。

一
、
か
む
り
笠
拾
石
以
上
長
立
候
も
の
は
代
銭
百
二
十
四
文
限
り
、
其

以
下
は
七
拾
二
文
に
可
限
事
。

一
、
下
男
下
女
の
も
の
着
用
之
品
少
た
り
共
絹
布
は
勿
論
都
て
相
求
候

衣
類
手
拭
等
に
至
迄
不
相
成
、
何
に
て
も
手
織
木
綿
に
可
限
事
。

一
、
何
事
に
不
寄
、
酒
事
は
一
切
不
相
成
、
祝
儀
不
幸
之
節
所
々
有
合

之
品
を
以
一
汁
一
菜
可
限
事
。
但
施
主
之
心
得
方
よ
り
村
役
人
江
伺
之

上
差
図
可
請
事
。

一
、
百
姓
妻
子
に
至
迄
絹
布
一
切
不
相
成
、
但
村
役
人
羽
織
袴
都
て
麻

布
木
綿
に
可
限
事
。
極
々
無
擾
儀
有
之
候
節
は
古
絹
羽
織
不
苦
事
。

一
、
鉢
打
乞
食
非
人
に
至
迄
其
向
に
寄
り
手
の
内
差
出
に
不
及
事
。

一
、
皮
草
履
下
駄

一
切
不
相
成
、
木
履
之
儀
は
不
苦
事
。

一
、
竹
皮
笠
村
役
人
た
り
共

一
切
不
相
成
事
。

一
、
小
前
の
も
の
共
盆
正
井
施
餓
鬼
之
節
は
木
綿
羽
織
は
不
許
事
。

一
、
堵
人
披
露
之
節
祝
盃
壱
つ
限
る
事
。

右
被
仰
渡
候
条
々
急
度
相
守
可
申
候
依
之
御
請
印
形
任
候
処
相
違
無
御
座

候

以

上

上

西

郷

庄

屋

所

p
h
u
 

q
「
U

恥
わ
り
に

き
て
改
め
て
今
か
ら
百
五
十
年
、
二
百
年
前
の
百
姓
像
を
思
い
う
か
べ

て
見
ょ
う
。
胡
麻
塩
頭
の
油
気
の
な
い
少
な
い
髪
を
藁
で
結
び
、
無
精
ひ

げ
も
薄
い
こ
け
た
頬
、
う
す
い
胸
に
肋
骨
を
の
ぞ
か
せ
、
や
せ
た
肩
に
は

肩
当
大
き
く
継
い
だ
仕
事
じ
ゅ
ば
ん
、
膝
当
の
大
き
な
割
に
腔
も
あ
ら
わ

な
股
引
を
は
い
て
い
る
。
手
足
は
黒
く
汚
れ
、
年
中
ひ
び
あ
か
ぎ
れ
を
き

ら
し
、
松
脂
を
つ
め
て
痛
々
し
い
。
足
に
は
草
軽
、
首
に
は
よ
れ
よ
れ
の

手
拭
と
は
名
ば
か
り
の
布
ぎ
れ
を
ま
い
て
い
る
。
余
り
の
貧
相
を
な
ら
べ

た
の
で
お
か
み
さ
ん
(
百
姓
は
か
か
あ
と
い
っ
た
)
の
こ
と
は
見
る
に
し

の
び
な
い
の
で
や
め
に
す
る
。
家
は
一
一
聞
に
一
一
間
半
の
藁
屋
で
雨
も
り
も

ひ
ど
か
ろ
う
。
明
り
と
り
と
て
特
別
つ
け
て
な
く
て
も
名
月
の
夜
は
家
の

中
で
月
見
の
出
来
る
風
流
さ
も
あ
る
。
然
し
便
所
の
溜
だ
け
は
大
き
く
掘



っ
て
、
足
ま
た
ぎ
の
木
が
二
本
渡
し
て
あ
る
。
こ
れ
が
作
物
の
唯
一
の
肥

料
源
で
あ
っ
た
。
野
菜
は
少
々
自
家
用
の
み
つ
く
り
、
米
は
十
石
の
余
は

少
々
の
程
度
約
二
十
五
俵
の
収
穫
で
年
貢
米
夫
役
等
を
済
す
と
、
七
、
八

俵
し
か
残
ら
な
い
。
こ
れ
で
他
に
金
に
な
る
仕
事
と
て
な
く
一
家
五
、
六

人
が
生
活
し
て
行
く
の
で
あ
る
。
お
上
よ
り
雑
穀
を
喰
へ
、
三
度
に

一
度

は
雑
炊
に
せ
よ
と
言
わ
れ
な
く
と
也
、
お
米
の
飯
な
ど
喰
え
た
も
の
で
は

F
L

、。

4
l
H
'iv
 
身
分
不
相
応
に
著
り
勝
と
い
わ
れ
た
百
姓
は
平
百
姓
で
な
く
、
村
に
何

人
も
な
い
、
い
わ
ゆ
る
由
緒
あ
る
長
百
姓
で
あ
ろ
う
。
時
代
の
流
れ
に
ひ

し
が
れ
て
そ
の
日
一
日
を
必
死
で
生
き
た
農
民
の
哀
れ
さ
だ
け
が
彦
み
出

て
来
る
。
こ
れ
に
反
逆
し
た
者
の
中
に
無
宿
人
と
な
っ
て
落
ち
て
行
っ
た
。

世
に
い
う
親
不
幸
者
も
い
た
の
で
あ
る
。
部
落
、
あ
る
い
は
村
単
位
の
反

抗
が
百
姓
一
按
と
し
て
生
ま
れ
て
い
る
。
延
享
四
年
十
二
月
太
田
善
五
郎

知
行
所
鴨
方
村
、
宮
村
、
源
兵
衛
村
、
東
山
村
、
杉
谷
村
等
百
姓
箕
を
か

む
り
強
訴
、
正
月
の
門
飾
り
も
致
さ
ず
年
貢
引
方
を
訴
願
し
た
。
と
あ
り

又
万
延
元
年
一
一
月
横
須
賀
藩
領
寺
田
村
西
山
村
等
五
ヶ
村
。
同
年
十
一
月

掛
川
藩
領
原
泉
地
区
の
数
ヶ
村
の
百
姓
一
按
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

倹
約
定
に
よ
り
旧
幕
藩
時
代
の
掛
川
地
方
、
農
民
の
姿
を
垣
間
見
た
の

で
あ
る
が
、
今
は
遠
い
昔
の
こ
と
と
て
ピ
ン
ボ
ケ
と
し
か
う
つ
ら
ず
、
説

明
者
の
勉
強
不
足
を
お
詫
び
し
て
筆
を
お
く
。
以
上

古

文

る

書

見

松

浦

元
禄
二
年
の
借
用
証
文
に
見
る

掛
川
古
文
書
会
発
掘
の
古
文
書
の
内
に
、
元
禄
二
年
(
一
六
八
九
)
十

二
月
十
一
日
付
に
て
、
遊
家
の
安
兵
衛
さ
ん
の
差
入
れ
た
、
借
用
証
文
が

あ
っ
た
。
「
借
用
申
金
子
、
米
之
事
、
合
、
金
子
壱
両
弐
分
、
米
三
俵
御

蔵
納
」
の
書
出
し
で
、
「
右
は
辰
(
元
禄
元
年
、
一
六
八
八
)
の
御
年
貢

金
納
分
壱
両
弐
分
と
、
巳
(
元
禄
二
年
)
の
御
年
貢
米
三
俵
の
納
付
方
に

指
詰
り
」
、
他
人
よ
り
こ
の
金
子
及
米
を
借
入
れ
て
納
め
た
結
果
の
借
用

証
文
で
あ
る
。
担
保
と
し
て
、
安
兵
衛
さ
ん
自
身
耕
作
し
て
い
る
団
地
の

内
弐
反
七
畝
余
り
の
場
所
を
質
入
れ
し
て
お
る
。

然
し
て
問
題
は
、
そ
の
借
入
条
件
の
一
つ
の
利
息
の
こ
と
で
あ
る
。
証

文
に
「
金
子
之
利
息
之
儀
は
米
六
ト
に
相
定
め
、
米
之
儀
は
四
割
之
利
息

に
相
定
」
と
書
か
れ
て
い
る
。

こ
の
時
代
、
年
貢
米
納
入
に
困
り
、
他
人
よ
り
借
用
す
れ
ば
、
年
季
四

割
の
利
付
で
返
済
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
そ
れ

が
出
来
な
け
れ
ば
、
田
地
は
そ
の
ま
ま
債
権
者
の
所
有
と
な
っ
て
し
ま
う
。

現
在
の
高
利
貸
並
の
き
つ
い
条
件
で
あ
る
。
私
の
解
説
に
誤
り
が
な
け
れ

ば
と
、
気
に
懸
か
っ
て
い
た
。

円
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慶
安
御
触
書
に
見
る

掛
川
市
史
資
料
集
第
三
号
、
第
一
部
粕
谷
重
範
氏
蔵
書
の
内
に
、
慶
安

御
触
書
が
あ
る
。
こ
れ
を
読
ん
で
、
次
の
事
に
つ
き
当
っ
た
。
「
其
年
の

年
貢
不
足
に
付
、
た
と
へ
ば
、
米
を
弐
俵
ほ
ど
か
り
、
年
貢
に
出
し
、
其

利
分
年
々
積
り
候
へ
ば
、
五
年
に
元
利
の
米
拾
五
俵
に
な
る
。
其
時
は
身

体
を
潰
し
妻
子
を
売
り
、
我
身
を
も
う
り
、
子
孫
と
も
に
な
が
く
く
る
し




